
●共通事項について

1. 変更届の添付書類について

2. 地域密着型サービスの利用制限及び区域外指定について

3. ケアプランデータ連携システムについて

4. 集団指導報告について

●地域密着型サービス事業所について

1. 日常生活に要する費用の取扱いについて

2. 事故報告について

●居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所について

1. 適正化事業について

2. 短期入所生活介護サービス長期利用について

・この指導においての資料は令和８年３月１日時点のものになります。

・厚生労働省の通知等に基づき、今後変更する場合がありますので御了承ください。
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